
分娩から出産育児一時金の支給まで（現行）

保険者

被保険者 医療機関

①分娩 ①分娩行為

②分娩費請求

④出産育児一時金
を請求

⑤出産育児一時金
を支給

③分娩費支払

（
参
考
）



妊娠から出産育児一時金による精算まで（改善案）

保険者

被保険者 医療機関

①妊娠、⑧分娩 ⑧分娩行為

⑨分娩費請求書及び出生証明書類の交付

⑪差額支給（分娩費が出産
育児一時金を下回る場合）

③②の請求書の
様式交付（※１）

④請求書の受取代理欄の記入依頼

⑥の事前申請は、出産予定日まで１ヶ月以内であることを要件とする。 （現行の出産費貸付制度を参考）※２

②分娩費の支払を出
産育児一時金の支
給によって精算する
ため医療機関が一
時金を受取代理する
欄を設けた請求書
の様式交付の申請

⑤④を記入後交付（※１）

⑥出産育児一時金
の事前申請（※２）

差額支払い（分娩費が出産育児一時金を上回る場合）

⑩出産育児一時金（分娩費請求額（上限３５万円））を支給

※１ ③及び⑤の交付に当たって、事実上保険者及び医療機関の同意を得ることとなる。

⑨分娩費請求書及
び出生証明書類
の写しを送付

⑦申請を受け付けた
ことの連絡


